
公募型指名競争入札参加要領 

(事後審査型) 

 

令 和 ７ 年 １ 月 27日 公 開 し た 「 (合 併 入 札 )姪 浜 駅 ほ か 日 常 清 掃 等 維 持 管 理 業 務

委 託 及 び 姪 浜 駅 車 両 清 掃 業 務 委 託 (単 価 契 約 ) 外 12件 」 に 係 る 公 募 型 指 名 競 争

入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 (以 下 「 参 加 希 望 者 」 と い う 。 )は 、 本 要 領 を 熟 読 の う

え 、 必 要 な 手 続 き を 行 っ て く だ さ い 。  

 

１  委 託 内 容 等  

(1) 委 託 件 名 、 委 託 場 所 及 び 業 務 内 容  別 紙 １ の と お り  

(2) 委 託 期 間  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31日 ま で  

た だ し 、 誠 実 か つ 適 正 に 業 務 を 履 行 し た 場 合 は 、 次 年 度 か ら

の ２ 年 間 は 初 年 度 の 契 約 の 相 手 方 と 随 意 契 約 を 行 う 予 定 で あ

る 。  

(3) 予 定 価 格 及 び 最 低 制 限 価 格  別 紙 １ の と お り  

 

２  入 札 参 加 申 請 書 を 提 出 で き る 者  

次 に 掲 げ る 要 件 (以 下 「 公 募 要 件 」 と い う 。 )を 満 た す 者 と す る 。  

(1) 公 募 型 指 名 競 争 入 札 参 加 申 請 書 の 提 出 期 間 に お い て 、 「 令 和 ４ ･５ ･６ 年 度

福 岡 市 ･水 道 局 ･交 通 局 競 争 入 札 有 資 格 者 名 簿 (申 請 区 分 業 種 「 建 築 物 清

掃 」 )」 に 登 録 希 望 順 位 第 １ 位 で 登 載 さ れ て い る こ と 。  

(2) 本 市 に 本 店 を 有 し て い る こ と 。  

(3) 「 建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法 律 (昭 和 45年 法 律 第 20号 )」

第 12条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 基 づ く 建 築 物 清 掃 業 又 は 同 第 ８ 号 に 基 づ く 建 築

物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 に つ い て 、 福 岡 県 知 事 の 登 録 を 受 け て い る こ と 。  

(4) ホ ー ム ペ ー ジ で の 公 開 日 (以 下 「 公 開 日 」 と い う 。 )か ら 落 札 決 定 の 日 ま で

の 間 に 、 本 市 か ら 福 岡 市 競 争 入 札 参 加 停 止 等 措 置 要 領 に 基 づ く 競 争 入 札 参

加 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 間 が な い こ と 。  

(5) 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生

法 に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 (再 生 手 続 開 始 の 決 定 が

な さ れ 、 競 争 入 札 参 加 資 格 の 再 認 定 を 受 け た 者 を 除 く 。 )等 、 経 営 状 態 が 著

し く 不 健 全 で あ る と 認 め ら れ な い こ と 。  

(6) 官 公 需 適 格 組 合 等 を 構 成 す る 組 合 員 は 、 組 合 名 で 参 加 す る 場 合 、 当 該 組 合

員 は 参 加 で き な い 。 (い ず れ か を 選 択 す る こ と 。 ) 

(7) そ の 他 、 別 紙 ２ に 定 め る 委 託 ご と に 定 め る 必 要 な 資 格 を 有 す る こ と 。  

※ 併 願 す る 場 合 に お い て は 、 最 終 的 に 落 札 候 補 者 と な っ た 案 件 に つ い て 、 別

紙 ２ に 案 件 ご と に 必 要 な 資 格 と し て 定 め る 履 行 実 績 の 合 計 額 以 上 の 履 行 実

績 を 有 す る こ と が 必 要 と な り ま す 。  

 

３  申 請 書 等 の 作 成 、 提 出 及 び 受 付  

(1) 参 加 希 望 者 は 、 公 募 型 指 名 競 争 入 札 参 加 申 請 書 及 び 公 募 型 指 名 競 争 入 札 参

加 資 格 確 認 資 料 (様 式 第 １ 号 、 第 ２ 号 、 あ わ せ て 以 下 「 申 請 書 等 」 と い

う 。 )を 提 出 す る こ と 。  

(2) 提 出 方 法  

ア  申 請 書 等 の 提 出 は 、 郵 送 に よ り 行 う も の と し 、 持 参 又 は 電 送 に よ る も



の は 受 け 付 け な い 。  

イ  申 請 書 等 の 郵 送 は 、 入 札 参 加 を 希 望 す る 案 件 ご と に 、 福 岡 市 交 通 局 営

業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課 宛 に 、 配 達 記 録 が 残 る 次 の 方 法 に よ り 行 う も の と

し 、 封 筒 の 表 に 「 ○ ○ ○ 業 務 委 託 (案 件 名 記 入 )」 「 入 札 参 加 申 請 書 在 中

(※ 朱 書 き )」 の 文 言 を 明 記 す る こ と 。  

・ 郵 便 局 に よ る 一 般 書 留 、 簡 易 書 留 又 は レ タ ー パ ッ ク プ ラ ス (レ タ ー パ

ッ ク ラ イ ト は 不 可 ) 

・ 総 務 省 の 認 可 を 受 け た 信 書 便 事 業 者 が 行 う 信 書 便 で 、 か つ 交 通 局 の 受

領 印 又 は 署 名 に よ り 確 実 に 届 い た こ と が 証 明 で き る も の  

 

   封 筒 (表 )※ 任 意 の 封 筒 で 可  

 〒 810-0041 

  福 岡 市 中 央 区 大 名 二 丁 目 ５ 番 31号  

  福 岡 市 交 通 局 営 業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課  行 き  

                     

                     入 札 参 加 申 請 書 在 中  

                      ※ 朱 書 き  

 

件    名   

差  出  人  

(申 請 者 ) 

所 在 地  

商 号 又 は 名 称  
 

 

(3) 提 出 期 限  令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日 (火 曜 日 ) 午 後 ５ 時 (必 着 ) 

(4) 申 請 書 等 は 参 加 を 希 望 す る 案 件 ご と に 作 成 す る こ と 。  

(5) 申 請 書 等 の 取 り 扱 い  

ア  申 請 書 等 の 作 成 並 び に 提 出 に 係 る 費 用 は 、 提 出 者 の 負 担 と す る 。  

イ  提 出 さ れ た 申 請 書 等 は 指 名 業 者 の 選 定 以 外 に 提 出 者 に 無 断 で 使 用 し な

い 。  

ウ  提 出 さ れ た 申 請 書 等 は 返 却 し な い 。  

エ  提 出 期 限 後 に お け る 申 請 書 等 の 差 し 替 え 及 び 再 提 出 は 認 め な い 。  

(6) 開 札 後 に 提 出 す る 資 料 (持 参 に よ り 提 出 ) 

開 札 の 結 果 、 落 札 候 補 者 と な っ た 者 は 、 様 式 第 ３ 号 、 第 ４ 号 (必 要 な 案 件

の み )及 び 添 付 書 類 並 び に 入 札 書 に 記 載 し た 金 額 に 対 応 し た 「 積 算 内 訳 書 」

を 提 出 す る こ と 。 ※ 提 出 先 に つ い て は 、 本 要 領 12(2)に 記 載  

 

４  指 名 通 知 等  

(1) 申 請 書 等 を 提 出 し た 者 に 対 し て 、 原 則 と し て 全 員 本 件 委 託 の 入 札 に 指 名 す

る こ と と し 、 令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 (金 曜 日 )ま で に 、 各 申 請 者 に よ り 様 式 第 １

号 に て 届 け ら れ た 電 子 メ ー ル ア ド レ ス 宛 に 指 名 通 知 を 送 信 す る 。 な お 、 電

話 等 に よ る 結 果 の 問 合 せ に は 一 切 応 じ な い 。  

(2) 申 請 書 等 を 提 出 し た 者 の う ち 、 本 件 委 託 の 入 札 に 指 名 さ れ な か っ た 者 に 対

し て は 、 指 名 し な か っ た 旨 及 び 指 名 し な か っ た 理 由 (以 下 「 非 指 名 理 由 」 と



い う 。 )を 記 し た 通 知 を 送 信 す る 。  

(3) 本 公 募 案 件 に お い て 指 名 業 者 が ２ 社 に 満 た な い 場 合 、 当 該 案 件 に 係 る 入 札

は 中 止 し 、 再 度 当 該 案 件 に 係 る 公 募 型 指 名 競 争 入 札 を 行 う 。  

 

５  苦 情 の 申 立 て  

(1) ４ (2)の 通 知 を 受 け た 者 は 、 交 通 事 業 管 理 者 に 対 し 非 指 名 理 由 に つ い て の

説 明 を 求 め る こ と が で き る 。  

(2) 非 指 名 理 由 の 説 明 を 求 め る 書 面 の 様 式 は 自 由 と し 、 受 付 は 次 の と お り 行

う 。  

な お 、 郵 送 又 は 電 送 に よ る も の は 受 け 付 け な い 。  

ア  受 付 期 限 ： 令 和 ７ 年 ２ 月 17日 (月 曜 日 ) 午 後 ５ 時 ま で  

イ  受 付 場 所 ： 福 岡 市 中 央 区 大 名 二 丁 目 ５ 番 31号  

福 岡 市 交 通 局 営 業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課  

(3) 説 明 を 求 め た 者 に 対 し て は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 25日 (火 曜 日 )ま で に 本 要 領 ４

(1)と 同 じ 方 法 に よ り 回 答 す る 。  

(4) 苦 情 申 立 て は 、 本 件 委 託 に 係 る 入 札 、 契 約 手 続 の 執 行 を 妨 げ る も の で は な

い 。  

 

６  設 計 図 書 等 の 配 付 及 び 質 問  

(1) 本 件 委 託 の 入 札 に 指 名 さ れ た 者 (以 下 「 指 名 業 者 」 と い う 。 )に 対 し ４ の 指

名 通 知 と あ わ せ て 、 設 計 書 、 仕 様 書 及 び そ の 他 の 関 係 書 類 (以 下 「 設 計 図 書

等 」 と い う 。 )を 配 付 (メ ー ル 送 信 )す る 。  

(2) 指 名 業 者 は 、 設 計 図 書 等 に 関 し 質 問 書 を 提 出 で き る 。  

(3) 質 問 書 の 受 付 は 次 の と お り 行 う 。  

ア  受 付 方 法 ： 質 問 書 の 提 出 は 、 持 参 、 電 子 メ ー ル の い ず れ か に よ り 行 う

も の と し 、 郵 送 に よ る も の は 受 け 付 け な い 。 電 子 メ ー ル に

よ り 提 出 し た 場 合 は 、 提 出 者 に お い て 受 信 確 認 (電 話 、 返 信

要 求 、 等 確 認 手 段 は 任 意 )を 行 う こ と 。  

イ  受 付 場 所 等 ： 福 岡 市 中 央 区 大 名 二 丁 目 ５ 番 31号  

福 岡 市 交 通 局 営 業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課  

電 子 メ ー ル ア ド レ ス : ekimu.TB@city.fukuoka.lg.jp 

ウ  受 付 期 間 ： 令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 (金 曜 日 )か ら 同 ２ 月 14日 (金 曜 日 )ま で (休

日 を 除 く 。 )の 毎 日 午 前 10時 か ら 午 後 ４ 時 ま で (正 午 か ら 午

後 １ 時 ま で を 除 く 。 ) 

※ た だ し 、 電 子 メ ー ル に よ り 提 出 す る 場 合 、 上 記 期 間 最 終

日 以 外 は 曜 日 、 時 間 を 問 わ な い  

(4) 質 問 に 対 す る 回 答 書 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 21日 (金 曜 日 )ま で に 、 当 該

質 問 の あ っ た 案 件 に 係 る 指 名 業 者 す べ て に 対 し 、 本 要 領 ４ (1)と 同 じ 方 法 に

よ り 送 信 す る 。  

 

７  現 場 説 明 会  

現 場 説 明 会 は 、 行 わ な い 。  

 

８  入 札 書 の 提 出 期 限  

入 札 書 提 出 期 限  令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日 (月 曜 日 ) 午 後 ５ 時 (必 着 ) 



９  入 札 方 法 等  

(1) 本 件 委 託 の 入 札 は 、 郵 送 入 札 に よ り 行 う 。  

(2) 持 参 等 の 郵 送 以 外 の 方 法 に よ る 入 札 は 無 効 と す る 。  

(3) 入 札 書 の 郵 送 は 、 福 岡 市 交 通 局 営 業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課 宛 に 、 配 達 記 録 が 残

る 次 の 方 法 に よ り 行 う も の と し 、 封 筒 の 表 に 「 ○ ○ ○ 業 務 委 託 (案 件 名 記

入 )」 「 入 札 書 在 中 (※ 朱 書 き )」 の 文 言 を 明 記 す る こ と 。  

・ 郵 便 局 に よ る 一 般 書 留 、 簡 易 書 留 又 は レ タ ー パ ッ ク プ ラ ス (レ タ ー パ

ッ ク ラ イ ト は 不 可 ) 

・ 総 務 省 の 認 可 を 受 け た 信 書 便 事 業 者 が 行 う 信 書 便 で 、 か つ 交 通 局 の 受

領 印 又 は 署 名 に よ り 確 実 に 届 い た こ と が 証 明 で き る も の  

な お 、 封 筒 の 表 に 「 業 務 委 託 件 名 」 及 び 「 入 札 書 在 中 」 並 び に 「 差 出 人 」

の 表 記 が な い 場 合 は 、 当 該 入 札 は 無 効 と し て 取 り 扱 う の で 、 記 載 も れ が な い

よ う 注 意 す る こ と 。  

 

封 筒 (表 ) ※ 任 意 の 封 筒 で 可  

 〒 810-0041 

  福 岡 市 中 央 区 大 名 二 丁 目 ５ 番 31号  

  福 岡 市 交 通 局 営 業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課  行 き  

                         入 札 書 在 中   

                        ※ 朱 書 き  

開  札  日    令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日  

件    名   

差  出  人  

(入 札 参 加 者 ) 

所 在 地  

商 号 又 は 名 称  
 

 

(4) 併 願 す る 場 合 に あ っ て は 、 入 札 書 は そ れ ぞ れ の 入 札 案 件 ご と に 郵 送 す る こ

と 。  

(5) 入 札 に 要 す る 費 用 は 、 指 名 業 者 の 負 担 と す る 。  

(6) 落 札 候 補 者 決 定 に あ た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100

分 の 10に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 (当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 )を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者

は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書

に 記 載 す る こ と 。  

(7) 到 着 し た 入 札 書 は 、 書 換 え 、 引 換 え 又 は 撤 回 は 一 切 で き な い 。  

(8) 入札において予定価格以下の価格で申込みできない者は、入札前に辞退することがで

きる。入 札 者 が １ 者 と な っ た と き は 、 当 該 入 札 は 中 止 す る も の と す る 。  

(9) 入 札 回 数 は 、 １ 回 と す る 。  

(10)入 札 に お い て 、 全 員 が 無 効 の 入 札 を 行 っ た と き は 、 当 該 入 札 は 中 止 す る 。  

(11)合 併 入 札 案 件 へ の 入 札 の 場 合 に お い て は 、 入 札 書 へ 記 載 す る 金 額 は 合 併 入

札 案 件 す べ て の 委 託 の 合 計 金 額 を 記 載 す る こ と 。  

 

 



10 併 願 す る 場 合 の 取 扱 い  

本 入 札 参 加 要 領 に 基 づ く 公 募 案 件 の う ち 、 申 請 書 を 提 出 で き る 件 数 は ６ 件

ま で 併 願 を 可 と す る も の と し 、 併 願 す る 場 合 に お い て 、 併 願 案 件 の う ち 先 行

し て 開 札 を 行 う 案 件 (以 下 「 先 行 案 件 」 と い う 。 )の 落 札 候 補 者 と な っ た 者 で

も 、 そ の 後 に お い て 開 札 を 行 う 併 願 案 件 (以 下 「 後 発 案 件 」 と い う 。 )へ も 参

加 で き る こ と と す る 。  

な お 、 開 札 の 順 番 は 、 別 紙 １ の ① 番 か ら 順 に 開 札 す る 。  

 

11 開 札 及 び 立 会 い  

(1) 開 札 は 、 案 件 ご と に 次 の と お り 行 う も の と す る 。  

ア  開 札 日 時 ： 令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 (火 曜 日 ) 

※ 時 間 は 、 指 名 通 知 書 に 記 載 す る 。  

イ  開 札 場 所 ： 福 岡 市 中 央 区 大 名 二 丁 目 ５ 番 31号  

福 岡 市 交 通 局 第 １ 会 議 室 (４ 階 ) 

(2) 開 札 は 、 入 札 参 加 者 全 員 を 立 ち 会 わ せ て 行 う も の と す る 。 入 札 参 加 者 は 、

上 記 「 開 札 日 時 」 「 開 札 場 所 」 に 遅 れ な い よ う に 参 集 す る こ と 。  

ま た 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 で 最 低 制 限 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て

入 札 を 行 っ た 者 の う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 を 行 っ た 者 が ２ 者 以 上 あ る と

き は 、 「 く じ 」 に よ り 落 札 候 補 者 を 決 定 す る も の と す る 。  

開 札 に 立 ち 会 わ な い 者 に あ っ て は 、 く じ を 引 か な い 者 と し て 取 り 扱 う も の

と し 、 こ れ に 代 え て 、 当 該 入 札 事 務 に 関 係 の な い 交 通 局 職 員 に く じ を 引 か せ

る も の と す る 。  

(3) 郵 便 局 等 の 責 任 に よ り 又 は 天 災 等 不 可 抗 力 に よ り 入 札 書 の 到 着 が 遅 れ た 場

合 は 、 開 札 を 延 期 す る こ と が あ る 。  

 

12 落 札 者 の 決 定 等  

(1) 開 札 後 に 落 札 候 補 者 か ら 提 出 さ れ た 資 料 (様 式 第 ３ 号 、 第 ４ 号 (必 要 な 案 件

の み )及 び 添 付 書 類 )に 基 づ き 、 公 募 要 件 の 確 認 を 行 っ た 結 果 、 公 募 要 件 を

満 た し て い る と 認 め ら れ た 場 合 は 、 そ の 者 を 落 札 者 と し て 決 定 す る 。  

(2) (1)の 資 料 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 (水 曜 日 )午 後 ３ 時 ま で に 持 参 に よ り 、 下

記 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 あ わ せ て 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 入 札 金 額 に

対 応 し た 積 算 内 訳 書 を 提 出 す る こ と 。  

資 料 (様 式 第 ３ 号 、 第 ４ 号 (必 要 な 案 件 の み )及 び 添 付 書 類 )の 提 出 先  

⑪ 以 外 の 案 件  
交 通 局 営 業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課  

(中 央 区 大 名  福 岡 市 交 通 局 ６ 階 ) 

⑪ 令 和 ７ 年 度  

姪 浜 合 同 事 務 所 清 掃 外 業 務 委 託  

交 通 局 施 設 部 姪 浜 保 守 事 務 所  

(西 区 姪 の 浜  姪 浜 合 同 事 務 所 ２ 階 ) 

 

(3) (1)に よ る 確 認 の 結 果 、 公 募 要 件 を 満 た し て い な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、

そ の 者 が し た 入 札 は 無 効 と し 、 そ の 者 と 当 該 委 託 に か か る 契 約 は 締 結 し な

い 。  

(4) 落 札 候 補 者 の 入 札 を 無 効 と し た 場 合 は 、 当 該 入 札 の 次 順 位 者 に (1)の 資 料

の 提 出 を 求 め 公 募 要 件 の 確 認 を 行 う 。  

 



13 入 札 の 無 効  

次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る 入 札 は 無 効 と す る 。 な お 、 落 札 者 決 定 後 に お い

て 、 当 該 入 札 者 が 無 効 の 入 札 を 行 っ た こ と が 判 明 し た 場 合 に は 、 落 札 決 定 を

取 り 消 す 。  

(1) 本 要 領 ３ に 掲 げ る 申 請 書 等 を 提 出 期 限 ま で に 提 出 し な か っ た 者 が 入 札 し た

も の  

(2) 虚 偽 の 申 請 書 等 を 提 出 し た 者 が 入 札 し た も の 並 び に 本 要 領 に お い て 示 し た

条 件 等 に 違 反 し た 者 が 入 札 し た も の  

(3) 入 札 参 加 資 格 が あ る と し て 指 名 さ れ た 者 で あ っ て も 指 名 通 知 の 後 、 本 市 か

ら 競 争 入 札 参 加 停 止 措 置 を 受 け て 落 札 決 定 の 日 に お い て 競 争 入 札 参 加 停 止

期 間 中 で あ る 者 等 本 要 領 ２ に 掲 げ る 要 件 を 満 た さ な い 者 が 入 札 し た も の  

(4) 郵 送 以 外 の 方 法 に よ る 入 札  

(5) 入 札 書 提 出 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札  

(6) 予 定 価 格 を 上 回 っ た 価 格 を も っ て 申 込 み し た 者 の 入 札  

(7) 最 低 制 限 価 格 を 下 回 っ た 価 格 を も っ て 申 込 み し た 者 の 入 札  

(8) そ の 他 福 岡 市 交 通 局 契 約 事 務 規 程 第 12条 各 号 の 規 定 に 該 当 す る 入 札 そ の 他

関 係 法 令 に 違 反 し た 者 が 入 札 し た も の  
 

14 入 札 保 証 金 、 契 約 保 証 金 及 び 保 証 人  

(1) 入 札 に 参 加 す る 者 は 、 見 積 も る 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 を 入 札 保 証 金 と

し て 開 札 前 に 納 付 す る こ と 。 た だ し 、 福 岡 市 交 通 局 契 約 事 務 規 程 第 ７ 条 の

規 定 に 該 当 す る 場 合 は 、 納 付 を 免 除 す る 。  

(2) 落 札 者 は 、 契 約 履 行 の 担 保 と し て 保 証 人 を 立 て な け れ ば な ら な い 。 な お 、

当 該 保 証 人 は 、 落 札 者 と 同 等 以 上 の 履 行 能 力 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な

い 。 (※ 同 等 以 上 の 履 行 能 力 を 有 す る 者 と は 、 当 該 案 件 に お い て 、 本 要 領 ２

に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 者 を い う 。 ) 

(3) 契 約 保 証 金 は 、 福 岡 市 交 通 局 契 約 事 務 規 程 第 25条 第 ４ 号 の 規 定 に よ り 全 部

を 免 除 す る 。  
 

15 そ の 他  

(1) 申 請 書 、 又 は 資 料 に 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合 に お い て は 、 競 争 入 札 参 加 停 止

の 措 置 を 行 う こ と が あ る 。  

(2) 落 札 者 が 落 札 の 決 定 か ら 契 約 締 結 ま で の 間 に 競 争 入 札 参 加 停 止 等 の 措 置 を

受 け た 場 合 は 、 落 札 決 定 を 取 り 消 し 、 当 該 入 札 の 次 順 位 者 に (1)の 資 料 の 提

出 を 求 め 公 募 要 件 の 確 認 を 行 う 。  

(3) 本 件 の 公 募 型 指 名 競 争 入 札 に つ い て は 、 予 定 価 格 及 び 最 低 制 限 価 格 の 基 準

の 事 前 公 表 を 実 施 し て お り 、 予 定 価 格 及 び 最 低 制 限 価 格 の 基 準 は 別 紙 １ に

掲 げ る 「 委 託 の 概 要 」 欄 に 記 載 し て い る 。  

(4) 本 件 の 契 約 の 締 結 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 度 予 算 の 成 立 を 条 件 と す る 。  

(5) 次 年 度 か ら の 随 意 契 約 を 行 う 場 合 の 予 定 価 格 に つ い て は 、 国 の 労 務 単 価 の

改 定 や 清 掃 範 囲 ･数 量 の 変 更 な ど に よ り 変 動 す る 。  
 

16 問 合 せ 先  

福 岡 市 中 央 区 大 名 二 丁 目 ５ 番 31号  

福 岡 市 交 通 局 営 業 部 駅 務 サ ー ビ ス 課  

電 話  092-732-4275 (業 務 管 理 係 )  



様 式 第 １ 号  

 

 

公募型指名競争入札参加申請書 

 

令 和     年     月     日  

                                                              

(あ て 先 )福 岡 市 交 通 事 業 管 理 者   

 

(申請者) 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名                            印 

                              （ 使 用 印 鑑 ）  

 

担

当

者 

部 署 名 等： 

氏 名： 

連 絡 先： 

電子メール： 

 

令 和 ７ 年 １ 月 27日 付 け で 公 開 さ れ ま し た

「                           業 務 委 託 」 に 係

る 公 募 型 指 名 競 争 入 札 に 参 加 し た い の で 下 記 の 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

 な お 、 公 募 型 指 名 競 争 入 札 参 加 要 領 に 規 定 す る 公 募 要 件 を 満 た し て い る こ

と 並 び に 添 付 書 類 の 内 容 に つ い て は 事 実 と 相 違 な い こ と を 誓 約 し ま す 。  

ま た 、 本 件 開 札 前 は も と よ り 、 開 札 後 に お い て も 同 規 定 に 該 当 し な く な

り 、 又 は 、 福 岡 市 競 争 入 札 参 加 資 格 停 止 等 措 置 要 領 に 規 定 す る 措 置 要 件 に 該

当 す る こ と と な っ た と き は 、 直 ち に 貴 市 に 報 告 す る こ と を あ わ せ て 誓 約 し ま

す 。  

 

 

記  

 

 

１  公 募 型 指 名 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 

  



様式第２号 

公募型指名競争入札参加資格確認資料 

 

委託件名  

商号又は名称  

 

要 件 開札後に提出する添付書類 

１．経営状況 会社更生 手続開始の申立 

民事再生  

□行っていない 

□行っている 

 

２．委託ごとに定め

る同種業務の履

行実績 

福岡市での実績 

□あり 

□なし 

他官庁、民間での実績 

□あり 

□なし 

・ 様式第３号 

下記のうちいずれか一つ 

・ 契約書の写し 

・ 発注者の証明書 

３．「 建 築 物 に お

け る 衛 生 的 環

境 の 確 保 に 関

す る 法 律 」 第

12 条 の ２ 第 １

項 第 １ 号 に 基

づ く 建 築 物 清

掃 業 又 は 第 ８

号 に 基 づ く 建

築 物 環 境 衛 生

総 合 管 理 業 に

係 る 福 岡 県 知

事 の 登 録  

第１号に基づく建築物清掃業の

登録 

□あり 

□なし 

 

第８号に基づく建築物環境衛生

総合管理業の登録 

□あり 

□なし 

・登録を証する書類の写し 

４．建築物環 境 衛

生 管 理 技 術 者  

建築物環境衛生管理技術者の選

任、配置 

□可 

□不可 

・様式第４号 

・左記の資格を証する免状の写

し 

＊該当する□に×を記入してください。 

＊４の建築物環境衛生管理技術者の選任、配置の可、不可については、⑪⑫⑬の案件に参

加希望する者のみ記入してください。 

＊本書は、入札参加申請時に公募型指名競争入札参加申請書(様式第１号)に添付の上、提

出してください。 

  



様 式 第 ３ 号  

同種業務の履行実績 

委 託 件 名 ：  

 

商 号 又 は 名 称 ：  

 

要 件 ・ 公 募 要 件 に 係 る 別 紙 ２ に 記 載 す る 個 別 事 項 の 履 行 実 績  

委 

託 

名 

称 

等 

委 託 名   

発 注 者 名   

履 行 場 所   
都 道  

府 県  
 

市 区  

町 村  
 

契 約 金 額   

履 行 期 間      年   月  ～      年   月  

業 
 

務 
 

概 
 

要 
 

等 

 

 

（ 注 １ ） ： 契 約 書 の 写 し 又 は 発 注 者 の 証 明 書 の う ち い ず れ か １ つ を 添 付 の 上 に 提 出 し て

く だ さ い 。 （ ※ 必 要 に 応 じ 、 仕 様 書 等 の 添 付 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。 ）  

（ 注 ２ ） ： 「 建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法 律 」 第 12条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号

に 基 づ く 建 築 物 清 掃 業 又 は 第 ８ 号 に 基 づ く 建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 に 係 る 福

岡 県 知 事 の 登 録 を 証 す る 書 類 の 写 し を 添 付 の 上 に 提 出 し て く だ さ い 。  

  



様 式 第 ４ 号  

配置予定技術者の資格 

商 号 又 は 名 称   

技 術 者 の 氏 名   

法 令 に よ る 免 許 等  

【 技 術 者 の 資 格 】  

 

・ 建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 免 状 の 写 し を 添 付 し て く

だ さ い 。  

 

 

（ 注 １ ） ： 本 様 式 第 ４ 号 は 、 委 託 ご と に 定 め る 必 要 な 資 格 に お い て 、 建 築 物 環 境 衛 生 管

理 技 術 者 の 選 任 、 配 置 が 必 要 な 案 件 に つ い て の み 提 出 し て く だ さ い 。  




